
 

 



将来の目指すべき姿

【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】

【在宅介護サービス】

【急性期病院】

【高度急性期病院】

【回復期病院】

・医師・看護師を多く配置

・質の高い医療と手厚い
看護により、早期に「急性
期後の病院」や「リハビリ
病院」に転院可能

・いつでも必要な場合に往診してくれ
る医師が近くにいて、必要な訪問看
護サービスを受けることができる。

在宅
医療

・サービス付き高齢者向け
住宅や有料老人ホームなど
高齢者が安心して暮らせる
多様な住まい

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

【生活支援・介護予防】

入院医療 介護

「地域包括ケアシステムの整備」
医療、介護、住まい、予防、生活支援
サービスが身近な地域で包括的に確保
される体制を構築

連携強化

【慢性期病院】

・身近なところで集中的なリ
ハビリを受けることができる。

・早期の在宅復
帰、社会復帰が
可能

発症
住まい

（患者さん・家族）

外来
医療

歯科
医療

薬局

有床
診療所

・病院の退院
調整スタッフが
連携先の身近
な病院を紹介

・自分で転院
先を探す必要
がない



２０２５年の必要病床数（参考値）

（１１，９００床）

②急 性 期（６，８７８床）

①高度急性期（２，２１８床）

④慢 性 期（５，１６７床）

③回 復 期（１，０２２床）

②急 性 期（３，９２９床）

①高度急性期（１，２２６床）

③回 復 期（３，６９５床）

④慢 性 期（３，０５０床）

介護医療院など

在宅医療等（１８,６００人程度）（注）

２０２５年の医療需要に対応した医療提供体制

病床機能報告（２０１４．７時点）
（１５，２８５床）

病
床
機
能
の
分
化
・

連
携

（注）在宅医療等とは、居宅のほか、特別養護老人ホーム、養護老人ホー
ム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどで医療（訪問診療等）を受ける
方及び介護老人保健施設の入居者のことをいいます。また、介護医療院
の入居者についても在宅医療等に含めます。

在宅医療等（１０,８００人程度）
・訪問診療：６，６００人
・老健施設：４，２００人



 

 

 

 

 



（人）

在宅医療等 在宅医療等 在宅医療等 在宅医療等

訪問診療相
当

在宅医療や介護医療
院等が受け皿となる分
①＋②

訪問診療相
当
①

療養病床相
当
②

（参考）
一般病床相
当

在宅医療や介護医療
院等が受け皿となる分
①＋②

訪問診療相
当
①

療養病床相
当
②

（参考）
一般病床相
当

在宅医療や介護医療
院等が受け皿となる分
①＋②

訪問診療相
当
①

療養病床相
当
②

（参考）
一般病床相
当

小松市 486 651 583 68 44 761 625 136 88 834 653 181 117

加賀市 378 490 439 50 32 566 466 100 63 617 483 134 85

能美市 194 272 243 29 19 322 264 58 38 355 278 77 51

川北町 23 29 26 3 2 34 28 6 4 37 29 8 6

南加賀計 2,225 1,081 2,641 1,442 1,292 150 97 2,960 1,683 1,383 300 194 3,173 1,844 1,443 401 259

金沢市 2,714 4,009 3,453 556 172 4,883 3,770 1,113 344 5,465 3,981 1,484 459

かほく市 232 334 288 46 14 403 312 91 27 450 328 122 36

白山市 657 946 816 130 41 1,145 884 261 81 1,277 930 347 108

野々市市 200 370 314 55 18 474 363 111 36 544 396 148 48

津幡町 197 278 240 38 12 335 259 76 25 373 271 102 33

内灘町 136 227 194 33 10 285 219 66 20 324 236 88 27

石川中央計 6,285 4,135 9,112 6,165 5,306 859 267 10,967 7,525 5,808 1,718 534 12,203 8,433 6,143 2,291 712

七尾市 327 392 348 44 20 445 356 88 41 480 362 118 55

羽咋市 136 168 148 19 9 192 154 38 18 208 157 51 23

志賀町 149 171 152 19 9 192 154 38 17 206 155 51 23

宝達志水町 81 97 86 11 5 110 89 22 10 119 90 29 13

中能登町 109 128 114 14 7 145 116 29 13 156 118 38 18

能登中部計 1,385 803 1,668 957 849 108 50 1,880 1,084 869 215 99 2,021 1,169 881 287 132

輪島市 202 214 191 23 15 233 186 47 31 245 183 62 41

珠洲市 115 121 108 13 9 130 104 26 17 137 102 35 23

穴水町 64 72 64 8 5 79 63 16 11 84 63 21 14

能登町 133 144 128 16 10 158 126 32 21 167 125 42 28

能登北部計 915 515 1,028 551 490 60 40 1,134 600 480 120 79 1,205 634 473 161 106

総計 10,810 6,534 14,449 9,114 7,937 1,177 453 16,941 10,893 8,539 2,354 906 18,604 12,079 8,940 3,139 1,208

●在宅医療等とは

　　　在宅医療等とは、居宅のほか、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどで訪問診療を受ける方及び介護老人保健施設の入所者のことをいう。また、新たに創設される介護医療院の

　　　入所者も、在宅医療等に含める。

●２０２５年度末の在宅医療等の医療需要の推計方法（国による機械的試算）

　　　在宅医療等 以下の訪問診療相当、療養病床相当、一般診療相当の患者数に、介護老人保健施設相当（介護老人保健施設の入所者数に、2025年の人口推計を勘案して推計）の患者数を加えて推計

　　　訪問診療相当 在宅患者訪問診療料を算定している患者数に、2025年の人口推計を勘案して推計

　　　療養病床相当 療養病床入院患者数のうち、医療区分１の患者数の70%及び入院受療率の地域差を縮小することにより将来的に在宅医療等で対応する患者数に、2025年の人口推計を勘案して推計

　　　一般診療相当 一般病床の入院患者のうち、医療資源投入量が175点未満の患者数に、2025年の人口推計を勘案して推計

●2020年度末、2023年度末の在宅医療等の医療需要の推計方法

　　　訪問診療相当については、足下（2013年度）から、2025年度末までの12年間にわたって、毎年度同じ量ずつ増加するものと仮定して、2025年の在宅医療等の必要量から比例的に逆算して推計

　　　療養病床相当、一般病床相当については、2018年度から2025年度末までの８年間にわたって、毎年度同じ量ずつ増加するものと仮定して、2025年の在宅医療等の必要量から比例的に逆算して推計

【
患
者
住
所
地

】

在宅医療等の必要量の推移（市町別）
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